
第４２号議案 

平成２６年度 中間市一般会計補正予算（第４号） 

 平成２６年度中間市の一般会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６，８００千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

１７，７１０，１００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「 第１表歳入歳出予算補正 」

による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

  平成２６年１１月２８日提出 

中間市長  松下 俊男   
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第 ２ 表  債 務 負 担 行 為 補 正

（追 加） 単位：千円

事    項 期    間 限    度    額

公共施設等案内サイン設置事業 平成２７年度  １０，５００
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（変　　更） 単位：千円

起　債　の　目　的 限　度　額 利　　率 償還の方法 限　度　額 利　　率 償還の方法

公共施設等案内サイン設置事業 2,500 2,900

計 1,472,352 1,472,752

第　３　表　　　地　　方　　債　　補　　正

補　　　　　　　正　　　　　　　前 補　　　　　　　正　　　　　　　後

起債の
方　法

起　債　の　目　的
起債の
方　法

証書貸借 ５.０％以内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる財政
融資資金、
公営企業金
融公庫資
金、郵便貯
金資金及び
簡易生命保
険資金につ
いて、利率
の見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

借入先の
定める条
件による
ものとす
る。ただ
し、据置
期間及び
償還期限
を短縮
し、若し
くは繰上
げ償還又
は低利に
借換えす
ることが
できる。

公共施設等案内サイン設置事業 証書貸借 ２.０％以内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる財政
融資資金、
公営企業金
融公庫資
金、郵便貯
金資金及び
簡易生命保
険資金につ
いて、利率
の見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

借入先の
定める条
件による
ものとす
る。ただ
し、据置
期間及び
償還期限
を短縮
し、若し
くは繰上
げ償還又
は低利に
借換えす
ることが
できる。

又 は 又 は

証券発行 証券発行

計
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(26)
301
(21)
300
(5)
1

指 定 勤務 時間外勤務 期末 勤勉 休日 勤務 夜間勤務 管理職員特
手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 別勤務手当

補正後 40,606 29,669 6,764 12,749 29,575 44,577 426,530 19,539 4,071 10 100 331
補正前 39,176 28,719 6,704 12,319 27,205 44,577 438,030 19,539 4,071 10 100 331
比　　較 1,430 950 60 430 2,370 0 △ 11,500 0 0 0 0 0

管理職手当

1,217,765

1,212,895

4,870 0

職員手当
の 内 訳
職員手当
の 内 訳

区　　分 扶養 手当

比　　較

給　　与　　費

通 勤 手 当 住居 手当 宿日直手当

区　　分

補正後

補正前

退職手当組合負担金

412,947

412,947352,867

△ 3,375

614,521

620,781

△ 6,260

1,832,286

1,833,676

△ 1,390

（単位：千円）

給　　料 職員手当
職 員 数
（人）

合　　　　　計

2,594,725

2,599,490

△ 4,765

共　　済　　費

349,492

給　　料 4,870

１．一　　般　　職

（１）総　　括

　（　　）は再任用職員の人数

区　　分 増　　減　　額 増　　　減　　　事　　　由　　　別　　　内　　　訳 備　　　　　　　　　　考

（単位：千円）

3,637

△ 1,830 人事異動に伴う減額

昇 給 に 伴 う 増 加 分

給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分

そ の 他 の 増 減 分

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

地域手当

（単位：千円）

職員手当 △ 6,260 そ の 他 の 増 減 分 △ 6,260 人事異動に伴う減額

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

3,063
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職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比

27 11.3 5 9.8
(19) (76.0) (1) (100.0)
37 15.4 10 19.6
(6) (24.0)
56 23.3 3 30.0 23 45.1

65 27.1 3 30.0 8 15.7

22 9.2 4 40.0

26 10.8 4 7.8

7 2.9 1 2.0
(25) (100.0) (0) (0.0) (1) (100.0)
240 100.0 10 100.0 51 100.0

20 8.5 4 7.8
(20) (100.0) (1) (100.0)
34 14.4 8 15.7

62 26.3 4 30.8 25 49.0

61 25.8 4 30.8 9 17.7

29 12.3 4 30.8高 校 卒

（単位：円）

144,500 144,500 155,700

平均年齢
（歳）

43.5 48.3 38.6

　イ．初　　任　　給

一般行政職 技能労務職 消防職

５級

６級

平均年齢
（歳）

区　　　　　分

平成26年1月1日

平均給与月額
（円）

328,897 350,587 418,437
現　　　　 在

平均給料月額
（円）

289,670 334,782 278,791

平均給料月額
（円）

平均給与月額
（円）

335,764 364,107 361,505

５級

43.5 48.4 37.3

一般行政職 技能労務職 消　防　職

303,737 349,587 292,715

１級

２級

平成26年1月1日 ３級

現　　　　 在 ４級

７級

計

技 能 労 務 職 消 防 職

（単位：人、％）

平成26年11月1日

現　　　　 在

１級

２級

３級

４級

現　　　　 在

平成26年11月1日

（３）給料及び職員手当の状況

区　　　分 級
一 般 行 政 職

　ア．職員１人当たり給与 　ウ．級　別　職　員　数

区　　　　　　　　分

29 12.3 4 30.8

25 10.6 1 7.6 4 7.8

5 2.1 1 2.0
(20) (100.0) (0) (0.0) (1) (100.0)
236 100.0 13 100.0 51 100.0

【級別の標準的な職務内容】

課長補佐
参事補 主査
主査幹

次長

課長 課長補佐 主査
主幹

消防長
参事

係長
主査

左以外の職員技 能 労 務 職
係長
主査

主査幹 主査

５級 ４級 ３級 ２・１級

消 防 職

部長
参事

課長
主幹

係長
主査

左以外の職員

左以外の職員

高 校 卒

大　　学　　卒

区　　　分 ７級 ６級

144,500 144,500 155,700

172,200 172,200 185,800

一 般 行 政 職

　（　　）は再任用職員の人数、構成比

５級

６級

７級

計
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20年勤務の者 25年勤務の者 35年勤務の者 最 高 限 度 その他の 退職時
（月分） （月分） （月分） （月分） 加算措置等 特別昇給

　エ．期末手当・勤勉手当

支給率計（月分）

通　　勤　　手　　当 一　部　異　な　る

持家　無支給　

2㌔以上5㌔未満　 2,000円
5㌔以上10㌔未満　4,100円

持家　2,500円　

2㌔以上5㌔未満　 2,300円
5㌔以上8㌔未満　 4,100円
8㌔以上10㌔未満　4,500円

隣戸徴収手当等

21.4

扶　　養　　手　　当 同　　　　　　　じ

一　部　異　な　る住　　居　　手　　当

中　　間　　市

給与総額に対する比率(%)

支給対象職員の比率(%)
（ 平成26年11月1日現在）

0.37

　キ．その他の手当

区　　　　　分 国 の 制 度 と の 異 同
差　　　異　　　の　　　内　　　容
国

代表的な指定勤務手当の名称

52.440

52.440

52.440 制度なし

　カ．指定勤務手当

区　　　　　分 全　　職　　種

　オ．定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　　　　分

支　給　率　等

国　の　制　度
（ 支 給 率 等 ）

27.025

27.025

36.570 52.440

36.570

　（　　）は再任用職員の月分

有

有

有

職制上の段階職務の
級等による加算措置

補　正　前

国　の　制　度

(0.975)
1.90

(2.10)
4.10
(2.10)
3.95
(2.10)
4.10

制度なし 制度なし

制度なし

(0.975)
1.90

(1.125)
2.05
(1.125)
2.20

区　　　　　分

補　正　後

６月（月分） １２月（月分）
(0.975)
1.90

(1.125)
2.20
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